
広
島
県
告
示
第
五
百
五
十
六
号 

 
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
内

水
面
に
お
け
る
第
五
種
共
同
漁
業
権
の
遊
漁
規
則
の
変
更
を
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
三
十
年
七
月
九
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 
 

一 

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所 

 

１ 

名
称 

 
 
 

東
城
川
漁
業
協
同
組
合 

 

２ 

住
所 

 
 
 

庄
原
市
東
城
町
川
東
一
五
九
番
三
号 

二 

免
許
番
号 

 
 

内
水
共
第
四
十
四
号
、
内
水
共
第
四
十
五
号
、
内
水
共
第
四
十
六
号
及
び
内
水
共
第
四
十
七
号 

三 

変
更
の
内
容 

第
三
条
第
四
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

ア
 
 
区
域
 

イ
 
漁
具
 
，
 
漁
法
 

ウ
 
期
間
 

１
 
庄
原
市
東
城
町
菅
 梨
原
団
地
前
つ
り

橋
下
流
か
ら
同
町
受
原
 
大
渡
橋
上
流
ま

で
の
区
域
 

手
釣
，
竿
釣
(
コ
ロ
ガ
シ

(
ガ
リ
)
を
除
く
)
，
つ
け
針
以

外
の
漁
具
，
漁
法
 

あ
ゆ
解
禁
日
か
ら
９
月

１
日
午
前
６
時
ま
で
 

２
 
庄
原
市
東
城
町
東
城
 若
松
橋
下
流
か

ら
同
町
東
城
 
五
反
田
橋
上
流
ま
で
の
区

域
 

手
釣
，
竿
釣
(
コ
ロ
ガ
シ

(
ガ
リ
)
を
除
く
)
，
つ
け
針
以

外
の
漁
具
，
漁
法
 

あ
ゆ
解
禁
日
か
ら
９
月

１
日
午
前
６
時
ま
で
 

３
 
神
石
郡
神
石
高
原
町
新
免
畑
 立
神
頭

首
工
か
ら
同
町
新
免
 
板
倉
商
店
前
川
へ

の
通
路
下
端
ま
で
の
区
域
 

手
釣
，
竿
釣
(
コ
ロ
ガ
シ

(
ガ
リ
)
を
除
く
)
，
つ
け
針
以

外
の
漁
具
，
漁
法
 

あ
ゆ
解
禁
日
か
ら
９
月

１
日
午
前
６
時
ま
で
 

ま
た
、
第
三
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

７
 
ま
す
を
対
象
と
し
た
，
す
く
い
網
（
た
い
ま
ち
，
た
も
網
，
に
ご
り
く
み
）
，
や
す
に
よ
る
遊
漁
は
，

４
月
１
日
か
ら
４
月
８
日
午
前
６
時
ま
で
の
間
は
し
て
は
な
ら
な
い
。
 


